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2026年５月12日 

各 位 

 

 

 

 

 

(変更) 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 」 
の一部変更に関するお知らせ 

当社が 2025 年３月 19 日に公表しました「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら

せ」の一部に変更の必要が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、対象となる

当社執行役員（2025 年３月 19 日時点）との間で締結する譲渡制限付株式割当契約の内容の一部変更に

ついて決議を行ったため、2025 年３月 19 日公表の内容を一部変更するものです。 

 

２． 変更箇所 

変更箇所は    で示しております。 

 

(変更前) 

(前略) 

３．譲渡制限付株式割当契約の概要 

 当社と各執行役員は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結いたし

ますが、その概要は以下のとおりです。 

(中略) 

（６）株式の管理 

(後略) 

 

(変更後) 

(前略) 

３．譲渡制限付株式割当契約の概要 

 当社と各執行役員は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結いたし

ますが、その概要は以下のとおりです。なお、当社は、対象となる執行役員（2025 年３月 19 日時点。以

下同じ。）との間で、個別に本割当契約の変更契約を締結することを決議しております。 

(中略) 
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（６）譲渡制限の解除条件(追加) 

  上記(１)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社の普通株式に対し、金融商品取引法第

27 条の２以下に規定される公開買付け（以下「本公開買付け」という。）が開始され、当社が本公開買付

けに賛同し株主に対して応募を推奨する旨の取締役会決議を行っている場合（その後、対象となる執行

役員による申出の以前に、当社が本公開買付けに賛同し株主に対して応募を推奨する旨の意見を変更し

た場合を除く。）であって、対象となる執行役員から当社に対して本公開買付けに応募するために本株式

に係る譲渡制限を解除するよう書面により申し出があった場合、本株式に係る譲渡制限を解除する。た

だし、この場合において、対象となる執行役員が本株式の全部又は一部を本公開買付けへ応募せず、かつ

本公開買付けが成立したときは、当社は、本公開買付けに係る買付期間の末日の翌営業日において、対象

となる執行役員が本公開買付けへ応募しなかった本株式の全てを無償で取得する。なお、対象となる執

行役員が本株式の全部又は一部を本公開買付けへ応募したものの本公開買付けが不成立となった場合に

は、譲渡制限の解除は遡って効力を失い、対象となる執行役員が返還を受けた本株式については、再び上

記７（１）に定める譲渡制限の対象となるものとする。 

(中略) 

（７）株式の管理 

(後略) 

 

以 上 


